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第１節 市街化区域内等の小規模な開発行為 

    〔法第２９条第１項第１号〕 

 

 

法第２９条第１項第１号 

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開

発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 

 

令第１９条 

法第２９条第１項第１号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞ

れ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都

市等(法第２９条第１項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第３３

条第６項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又

は事務処理市町村。第２２条の３、第２３条の３及び第３６条において同じ。)は、条例で、区域

を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄  

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域 

 

 

１，０００平方

メートル 

市街化の状況により、無秩序な

市街化を防止するため特に必要

があると認められる場合 

３００平方メート

ル以上１，０００

平方メートル未満 

区域区分が定め

られていない都

市計画区域及び

準都市計画区域 

３，０００平方

メートル 

 

 

市街化の状況等により特に必要

があると認められる場合 

 

 

３００平方メート

ル以上３，０００

平方メートル未満 

 

２ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区

域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中 

「１，０００平方メートル」とあるのは、「５００平方メートル」とする。 

一 首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地又は同条第４項に規定する近郊整備地帯 

二 近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域又は同条第４項に規定する近郊整備区域 

三 中部圏開発整備法第２条第３項に規定する都市整備区域 

 

 

［審査基準 ２］ 

小規模な開発行為は、建築又は建設行為が同時に行われることが多く、このような場合には、建築

基準法による建築確認の際に、接続道路、排水施設その他の敷地についての所要の基準が確保される

ことが期待できるので、本条の適用が除外される。 

本県の都市計画区域は全域において市街化区域と市街化調整区域が定められており、都市計画区域

内にあるすべての市町村は、その区域の全部又は一部が近畿圏整備法第２条第４項に規定する近郊整

備区域に指定されている(令第１９条第２項第２号に該当する。)。したがって、本県の市街化区域で

は５００平方メートル未満の開発行為について、本条の適用が除外される。 


